
 

福井都市計画地区計画の変更（案） 

(永平寺町決定（案）) 

 

 福井都市計画 西野中地区計画を次のように決定する(案)。 

 

１．地区計画の方針 

名  称 西野中地区計画 

位  置 福井県吉田郡永平寺町松岡西野中の一部 

面  積 約 5.1ｈａ 

地区計画の目標 

当地区は、永平寺町の南西部に位置する西野中地区において、良

好な自然環境や農地が保全されている市街化調整区域内の農村集

落およびその周辺地区である。 

新規開発地区では、地区施設(道路、公園等)の整備と建築物等に

関する規制・誘導を通じ、合理的かつ健全な土地利用と環境整備に

より、周辺環境と調和した良好な住宅地の形成を目標とする。 

また、既存集落地区の定住促進に努め、地域コミュニティを維持す

るため、計画的に安全な道路網を形成するとともに、周辺環境と調

和した既存集落の良好な住環境の維持・向上を目標とする。 
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土 地 利 用 の 方 針 

新規開発地区では、農家住宅を中心とする農村集落及び集落に

隣接する緑豊かなゆとりある低層一戸建て専用住宅地として、自然

環境と調和した良好な居住環境の形成を図る。 

既存集落地区では、良好な周辺環境に与える影響が大きい施設

等の立地を制限するとともに、既存集落の良好な住環境の維持・向

上を図る。 

地区施設の整備の方針 

新規開発地区では、良好でゆとりある街区を形成するため既存

道路と関連させ、区画道路を適切に配置する。 

また、地区内に日常的に利用可能な公園を配置する。 

既存集落地区では、集落内の主要な道路を地区施設として位置

づけ、建築物の新築や建て替えにあわせて、建築物のセットバック

や道路拡幅整備を行うことにより、計画的に安全な道路網の形成を

図るとともに、住環境の向上を図る。集落内の既存の神社や集落セ

ンター等の広場を有効活用しながら、公園・広場機能の維持・保全

を図る。 

建築物等の整備の方針 

新規開発地区では、良好なゆとりある低層一戸建て住宅地の居

住環境の形成を図るため、建築物の用途の制限を行うとともに、建

ぺい率、容積率の最高限度、建築物の高さの最高限度、敷地規模の

最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態・意匠の制限、垣ま

たは柵の構造の制限を定め、住宅地の景観を整備し保全する。 

既存集落地区では、土地利用の方針に基づき建築物の用途の

制限を行うとともに建ぺい率、容積率の最高限度、建築物の高

さの最高限度の制限を定め既存集落の良好な住環境の維持・向

上を図る。 



 

２．地区整備計画 
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名称 幅員 延長 

区画道路 ６ｍ  ６１６ｍ 

区画道路 ５ｍ 1,２２３m  

※詳細は計画図表示のとおり 

・６ｍ幅員 

町道吉野３７号線（ ３４ｍ）、町道吉野３８号線（１６４ｍ）、 

町道吉野７７号線（ ８５ｍ）、（ ６３ｍ）、 

町道吉野７８号線（１６２ｍ）、町道吉野７９号線（１０８ｍ） 

・５ｍ幅員 

町道吉野３７号線（ ３０ｍ）、（３０５ｍ）、 

町道吉野３９号線（ ５３ｍ）、町道吉野４０号線（１００ｍ）、 

町道吉野４２号線（１１３ｍ）、町道吉野４３号線（１００ｍ）、 

町道吉野４４号線（２３０ｍ）、町道吉野７９号線（１５７ｍ）、 

区画道路５－２（６２ｍ）、区画道路５－４（７３ｍ） 

公 園 約 400 ㎡（新規開発地区面積の 3%以上） 
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地区の区分 A 地区(新規開発地区) Ｂ地区(既存集落地区) 

面 積 約 1.２ha 約 3.9ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

 次にあげる建築物以外の建築物

を建築してはならない。 

１．一戸建ての専用住宅 

２．公民館、農業集落改善センター

等地区内居住者の利用に供する

公益施設 

（延べ面積が 600 ㎡以内のものに

限る） 

 当地区内に建築できる建築物の用途

は次に掲げるものとする。 

１．一戸建ての専用住宅 

２．兼用住宅で、非住宅部分の床面積

が、50m²以下かつ建築物の延べ面

積の 1/2 以下のもの 

（非住宅部分の用途については、第 1

種低層住居専用地域で認められるも

のに限る） 

上記以外の建築物や施設は、市街化調

整区域における福井県の開発許可基準

に準じる。 

容積率の 

最高限度 

 5/10(ただし、付属車庫等が同一敷地内にある

場合は、6/10 とする) 
１００％ 

建ぺい率の 

最高限度 

 3/10(ただし、付属車庫等が同一敷地内にある

場合は、4/10 とする) 
 ６０％ 

敷地面積の 

最低限度 
 300 ㎡  － 

壁面の位置の 

制限 

  建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面から道路及び隣地境界線

までの距離は 1.5ｍ以上とする。 

 － 

建築物等の高さの

最高限度 

１．10ｍ以下かつ３階(地階を含む)

以下 

２．当該部分から隣地境界線までの

真北方向の水平距離に 1.25 を

乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

 １２ｍ以下 

建築物等の形態・

意匠の制限･ 

１．屋根は勾配屋根とする。 

２．外壁又はこれに代わる柱の色彩

は原色を避け、周辺環境に配慮

した落ち着きのある色調とする。 

 －  

「区域は計画図表示のとおり」 

理 由 
西野中地区（市街化調整区域）の既存集落においては、地区内道路等のインフラ整備が計画的になされな

いまま、建築物の新築や建て替えが個々に行われることにより、不良な街区が維持・形成されるおそれがある。 
人口減少が進展する中、既存集落の維持・活性化に向けて、定住化の促進に努め、地域コミュニティを維持

するため、計画的に安全な道路網の形成を図るとともに、周辺環境と調和した良好な住環境の向上を目標と
する地区計画を作成する。また、町道名の確定に伴い、地区住民が分かりやすいよう、区画道路名を数字の組
み合わせから町道名に変更する。 

赤字：変更または追加箇所 


